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「 東京く ら し 防災」 及び「 東京防災」 利用許諾取扱の手引き  

 

 

 こ の手引き は、 令和 5 年 9 月 1 日にリ ニュ ーアルし た「 東京く ら し 防災」 及び「 東京防災」 に

ついて、 東京都著作権取扱要綱（ 平成 10 年７ 月 10 日付 10 財管総第 50 号。） の規定に基づき 利

用作成物を無償頒布展示する 国及び地方自治体、 民間団体、 民間企業その他の者（ 以下「 第三者」

と いう 。） に関し て利用許諾を行う 際に必要な事項を定めた「「 東京く ら し 防災」 及び「 東京防災」

利用許諾取扱要領（ 以下「 本要領」 と いう 。） のう ち、 申請に必要な事項を抜粋し たも のになり

ま す。  

 「 東京く ら し 防災（ 改訂版 2023）」 及び「 東京防災（ 改訂版 2023）」 を利用し たい方は、 こ の

手引き をご覧のう え、 利用許諾の申請を行ってく ださ い。  

 

 

第一章 総則 

（ 用語の定義）  

第１ 条 本要領における 用語の意義は、 著作権法（（ 昭和 45 年法律第 48 号。 以下「 法」 と いう 。）

及び要綱の例によ る 。  

 

（ 対象著作物）  

第２ 条 本要領の対象と する 著作物は、 次のと おり と する 。  

（ １ ） 東京く ら し 防災（ 改訂版 2023）   

令和５ 年９ 月１ 日取得 公有財産台帳番号 09-23000032 

（ ２ ） 東京防災（ 改訂版 2023）      

令和５ 年９ 月１ 日取得 公有財産台帳番号 09-23000033 

２  第三者に利用許諾を行う 対象は、 前項の著作物のう ち、 次の各号に該当する 部分（ 以下「 対

象外著作物等」 と いう 。） を除外し た部分（ 以下「 対象著作物」 と いう 。） と する 。 なお、 対象

外著作物等の詳細は、「 別紙 対象著作物から 除外する 商標、 著作物」 のと おり と する 。  

（ １ ） 都総務局が商標権を有する 商標（ 著作物と し て運用でき ないも の）  

（ ２ ） 第三者が著作権を有する 著作物（ 都総務局が著作権を有せず、 著作権者の許諾によ る 利用

権も 有し ないも の）  

（ ３ ） 第三者が商標権を有する 商標（ 都総務局が商標権者の許諾によ る 商標使用権を有し ないも

の）  

３  前項（ １ ） は、 商標法及び東京都産業財産権取扱要綱によ り 処理する 。 ただし 、 本要領によ

る 利用許諾の範囲で、 商標法第２ 条第３ 項に定める 「 商標の使用」 に当たら ない方法で使用す

る こ と が明ら かな場合に限り 、「 Ⓡ」「 Ⓡ東京都」「 ○○は東京都の登録商標です」 等、 登録商

標である 旨を表示する こ と を条件に、 著作物と し て対象著作物に含める こ と ができ る 。  

 

 

第二章（ 省略）  
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第三章 第三者への利用許諾 

（ 利用を許諾でき る 場合）   

第４ 条 都は、 次の各号のいずれかを満たす場合に、 本要領に沿って、 対象著作物の利用を第三

者に許諾する こ と ができ る 。  

（ １ ） 防災意識向上の普及・ 啓発を目的と し 、 防災活動の普及・ 啓発のための広報及び一般図書

等における 防災対策に関する 記事への掲載を行う 場合 

（ ２ ） 防災意識向上の普及・ 啓発を目的と し 、 対象著作物を利用し た作成物（ 以下「 利用作成物」

と いう 。） を、 無償で頒布展示する 場合 

２  前項に該当し ない内容の利用許諾申請があった場合は、 著作権取扱要綱に従い処理する 。  

 

（ 利用許諾に係る 申請）   

第５ 条 対象著作物の利用許諾を受けよ う と する 者（ 以下「 申請者」 と いう 。） は、 あら かじ め

利用許諾申請書（ 別記第１ 号様式） 及び利用原稿案を都に提出し 、 利用の許諾を受けなければ

なら ない。  

２  前項の規定にかかわら ず、 対象著作物の利用が、 著作権法第 30 条から 第 50 条ま でに定める

著作権の制限に該当する 場合は、 利用許諾申請を要し ない。 ただし 、 該当の判断は申請者の自

己責任によ る も のと し 、 利用に係る 全責任は申請者が負う も のと する 。  

３  都は、 申請者に対し 、 必要に応じ 説明資料等の提出を求める こ と ができ る 。  

 

（ 利用の許諾）  

第６ 条 都は、 第５ 条の規定によ る 利用の申請があったと き は、 その内容を審査し 、 当該利用が

第４ 条に定める 場合に適合する と 認めら れる と き は、 利用許諾を行う こ と ができ る 。 こ の場合

において、 都は対象著作物の利用方法その他について、 必要に応じ 条件を付すこ と ができ る 。  

２  都は、 前項に規定する 利用許諾を行った場合は、 許諾番号を付し た上で、 利用許諾書（ 別記

第２ 号様式） によ り 、 申請者へ通知する も のと する 。  

３  都は、 対象外著作物等が利用申請の範囲に含ま れている 場合は、 該当箇所を明示し 、 許諾対

象外である 旨を通知する も のと する 。 ま た、 当該申請ごと に第２ 条第１ 項に定める 著作物の受

託制作者と 申請内容を共有し 、 対象外著作物等の権利者を確認する と と も に、 当該権利者を申

請者に伝達する こ と の可否等について適宜調整し 、 申請者に通知する も のと する 。  

 

（ 申請者の制限）  

第７ 条 都は、 申請者が次の各号のいずれかに該当する 場合は、 利用を認めないも のと する 。  

（ １ ） 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する 法律（ 平成 11 年法律第 147 号） 第 8 条

第 2 項に掲げる 処分を受けている 団体及びその役職員又は構成員 

（ ２ ） 東京都暴力団排除条例（ 平成 23 年東京都条例第 54 号） 第 2 条第 2 号に規定する 暴力団及

び同条第 4 号に規定する 暴力団関係者 

（ ３ ）（ １ ） 及び（ ２ ） に掲げる 者から 委託を受けた者並びに（ １ ） 及び（ ２ ） に掲げる 者の関

係団体及びその役職員又は構成員 

（ ４ ） 東京都契約関係暴力団等対策設置要綱（ 昭和 62 年１ 月 14 日付 61 財経庶第 922 号） 第 5

条第１ 項に基づく 排除措置期間中の者 
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（ ５ ） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律（ 昭和 23 年法律第 122 号） 第 2 条に

規定する 営業を行う 者。 ただし 、 特に住民の防災意識向上に資する と 都が判断し た場合はこ

の限り ではない。  

（ ６ ） 特定商取引に関する 法律（ 昭和 51 年法律第 57 号） 第 33 条に規定する 連鎖販売取引を行

う 者 

（ ７ ） 禁錮以上の刑に処せら れその執行を終わる ま での者、 禁錮以上の刑に処せら れその執行を

受ける こ と がなく なる までの者（ 刑の執行猶予中の者を除く 。）、 公職にある 間に犯し た刑法

（ 明治 40 年法律第 45 号） 第 197 条から 第 197 条の 4 ま での罪又は公職にある 者等のあっせ

ん行為によ る 利得等の処罰に関する 法律（ 平成 12 年法律第 130 号） 第 1 条の罪によ り 刑に

処せら れ、 その執行を終わり 若し く はその執行の免除を受けた者でその執行を終わり 若し く

はその執行の免除を受けた日から 5 年を経過し ない者又はその刑の執行猶予中の者並びに法

律で定める と こ ろによ り 行われる 選挙、 投票及び国民審査に関する 犯罪によ り 禁錮以上の刑

に処せら れその刑の執行猶予中の者 

（ ８ ） 地方自治法施行令（ 昭和 22 年政令第 16 号） 第 167 条の４ 第１ 項の規定に該当する 者 

（ ９ ） 税法違反（ 法人税法（ 昭和 40 年法律第 34 号） 違反、 所得税法（ 昭和 40 年法律第 33 号）

違反、 地方税法（ 昭和 25 年法律第 226 号） 違反（ 法人事業税、 個人事業税）） 及び都民の健

康と 安全を確保する 環境に関する 条例（ 平成 12 年条例第 215 号）（ 建設作業機械等から の排

出ガスに含ま れる 粒子状物質等の量を増大さ せる 燃料の使用禁止） 違反がある 者 

（ 10） 政治団体、 宗教団体若し く はこ れら に類する も の、 ま たは特定のこ れら を支援若し く は支

援する おそれがある 者 

（ 11） 都の指名停止措置を受けている 者 

（ 12） 法令及び公序良俗に反する と 認めら れる 行為を行う 者 

（ 13） 都の信用又は品位を害する と 認めら れる 行為を行う 者 

（ 14） その他、 都が不適切と 認める 者 

 

（ 利用の制限）  

第８ 条 都は、 前条の規定にかかわら ず、 申請者によ る 対象著作物の利用方法が次の各号のいず

れかに該当する 場合、 その利用を許諾し ないも のと する 。  

（ １ ） 法令又は公序良俗に反し 、 又は反する おそれがある と き 。  

（ ２ ） 都の信用又は品位を害する と 認めら れる と き 。  

（ ３ ） 第三者の利益を害する と 認めら れる と き 。  

（ ４ ） 特定の個人、 政治団体、 宗教団体若し く はこ れら に類する も のを支援し 、 又は支援する お

それがある と 認めら れる と き 。  

（ ５ ） 特定の政治的、 宗教的又は思想的主張を表現し たも のに関する 利用と 認めら れる と き 。  

（ ６ ） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する 法律（ 昭和 23 年法律第 122 号） 第２ 条各

号に規定する 営業又はその広告等に利用さ れる と き 。  

（ ７ ） 特定の企業、 団体、 又は商品等のキャ ラ ク タ ー等と 誤認又は混同を生じ さ せる おそれがあ

る と 認めら れる と き 。  

（ ８ ） 特定の商品等を広告・ 宣伝し 、 それら 商品等の利益に寄与する 可能性がある と 認めら れる

と き 。  
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（ ９ ） 都が申請者又は利用作成物を推奨し ている と 誤認さ れる おそれがある と き 。  

（ 10） 広告・ 宣伝に使用する 場合で、 防災に関連し ていないと き 。  

（ 11） 利用目的が営利を目的と する も のである と き 。 利用作成物を有償で頒布展示する と き 。  

（ 12） 都の政策と 相反する 主張を行う も のである と き 。  

（ 13） 東京防災公式キャ ラ ク タ ーの商標登録目的を阻害し 又はキャ ラ ク タ ーのイ メ ージを損なう

おそれがある と 認めら れる と き 。  

（ 14） 対象著作物の改変、 転貸、 利用の再許諾、 事実上の著作権放棄を求める サイ ト への掲載な

ど 、 など、 都の著作権を侵害する と 認めら れる と き 。  

（ 15） その他都が不適当と 認める と き 。  

 

（ 利用者によ る 利用許諾内容の変更）  

第９ 条 第６ 条の規定によ り 許諾を受けた者（ 以下「 利用者」 と いう 。） は、 当該利用許諾を受

けた内容について変更し よ う と する 場合、 改めて利用許諾手続き を行わなければなら ない。  

 

（ 利用者の遵守事項）  

第10条 利用者は、 利用に当たって次の各号に掲げる 事項を遵守し なければなら ない。  

（ １ ） 対象著作物の利用目的が第４ 条の規定によ る こ と に留意し 、 その趣旨を損なわないよ う 十

分に注意する こ と 。  

（ ２ ） 利用は、 許諾を受けた内容及び範囲に限る こ と 。  

（ ３ ） 利用許諾を受けた権利を第三者に譲渡転貸、 又は承継し ないこ と 。  

（ ４ ） 都が提供し た対象著作物の複製原稿について利用する 際は、 必要最小限の変形、 ト リ ミ ン

グ、 単色利用のみと し 、「 東京く ら し 防災」 及び「 東京防災」 の内容を逸脱し ないよ う にす

る こ と 。 なお、 利用終了後は速やかに消去処分する こ と 。  

（ ５ ） 原則と し て、 対象著作物の利用作成物には、「 東京都発行『 東京く ら し 防災』」 又は「 東京

都発行『 東京防災』」 の記載、「 東京く ら し 防災」 及び「 東京防災」 の発行年度及び該当ペー

ジを明示する こ と 。 困難な場合には、 東京都の著作物である こ と が判る よ う 、 出典を明記す

る こ と 。  

（ ６ ） 利用作成物の完成品のサンプルを提出する こ と 。 ただし 、 完成見本の提出が困難なも のに

ついては、 写真等を提出する こ と 。  

（ ７ ） 利用作成物は、 製造に当たって環境に配慮する など、 都の指針を踏ま えたも のと する こ と 。  

（ ８ ） 故意ま たは過失によ り 、 都に損害を与える こ と のないよ う 万全の配慮を行う こ と 。  

（ ９ ） 第三者に利用作成物等の製造等を委託する 場合は、 その委託先と の間で、 利用許諾を受け

た数量を超える 製造等が行われないよ う に義務付ける 契約を利用者の責任で行い、 数量管理

を徹底する こ と 。  

（ 10） その他各種の法令を順守する こ と 。  

 

（ 利用状況の報告等）  

第11条 都は、 利用者に対し 、 利用物件一覧（ 別記第３ 号様式） によ り 、 利用状況について報告

を求め、 又は調査する こ と ができ る 。  
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（ 利用許諾の取消し ）  

第12条 都は、 第６ 条の規定によ り 許諾し た利用について、 次の各号に該当する と 判断し た場合

は当該許諾を取消し 、 利用者に対し 、 利用作成物の回収及び対象著作物の複製原稿の返却又は

廃棄を命じ る こ と ができ る 。 命ぜら れた者は、 こ れを拒んではなら ない。  

（ １ ） 第４ 条第１ 項に定める 利用目的及び利用方法に適合し ない場合 

（ ２ ） 第７ 条及び第８ 条に規定する 各号に該当する 場合 

２  前項の規定によ り 許諾を取り 消さ れた者は、 取消し の日から 対象著作物を利用し てはなら な

い。  

３  都は、 前二項の規定によ り 、 利用許諾の取消し を受けた者に生じ た損害について、 一切の責

任を負わない。  

 

（ 権利関係）  

第13条 対象著作物の著作権（ 著作権法第27条及び第28条に規定する 権利を 含む） は、 都に帰

属し 、 利用許諾によ って移転する も のではない。  

２  こ の要領によ る 利用許諾は、 利用者が自己の商標や意匠に用いる など、 独占し てデザイ ン等

を利用する 権利を付与する も のではない。 ま た、 利用者又は利用作成物について都が推奨を行

う も のではない。  

 

（ 経費等の負担）  

第14条 都は、 こ の要領によ る 利用許諾の申請、 又は利用状況の報告及び対象著作物の利用の実

施に係る 経費又は役務を負担し ない。  

 

（ 賠償責任等）  

第15条 都は、 対象著作物の利用に起因し 利用者に生じ た損失補償等について、 一切の責任を負

わない。  

２  利用者は、 利用作成物の作成及び利用に起因し て第三者に損害を与えた場合は、 こ れに対し

全責任を負い、 都に迷惑を及ぼさ ないよ う に処理する も のと する 。  

３  利用者は、 対象著作物の利用に際し て故意又は過失によ り 都に損害を与えた場合は、 こ れに

よ って生じ た損害を都に賠償し なければなら ない。  

４  都は、 前２ 項の規定に違反する 利用者に対し 、 必要な措置を行う よ う 命ずる こ と ができ る と

と も に、 必要な法的措置をと る こ と ができ る 。  

 

第四章 雑則 

（ 事務）  

第16条 本要領に関する 事務は、 都総務局総合防災部防災管理課が行う 。  

 

（ その他）  

第17条 こ の要領に定める も ののほか、 取扱いに関し 必要な事項は、 総務局⾧が別に定める 。  

 



別紙 対象著作物から 除外する 商標、 著作物 

１  第２ 条第２ 項（ １ ） に定める も の 

（ １ ） 商標 

名称 商標登録番号 
指定商品又は指定役務 

並びに商品及び役務の区分 

東京く ら し 防災 

（ 標準文字）  
登録第 6083342 号 

第９ 類、 第16類、 第18類、 第21類、 第38類、

第41類、 第42類 

わたし の「 いつも 」 が、  

いのちを救う 。  

（ 標準文字）  

登録第 6083343 号 
第９ 類、 第16類、 第18類、 第21類、 第38類、

第41類、 第42類 

防サイ く ん 

（ 標準文字）  

登録第 5873203 号 

登録第 6081174 号 

第４ 類、 第９ 類、 第14類、 第16類、 第21類、

第24類、 第25類、 第28類、 第29類、 第30類、

第32類、 第35類、 第37類、 第38類、 第41類、

第42類、 第45類 

 

（ ２ ） 商願 

名称 商標出願番号 
指定商品又は指定役務 

並びに商品及び役務の区分 

東京防災 

（ 標準文字）  

商願 

2023‐ 97715 

第４ 類、 第９ 類、 第14類、 第16類、

第18類、 第20類、 第21類、 第24類、

第25類、 第28類、 第29類、 第30類、

第32類、 第35類、 第37類、 第38類、

第41類、 第42類、 第45類 

Let’s Get Prepared!今やろう 。  

災害から 身を守る 全てを。  

（ 図形商標）  

 

商願 

2023‐ 97716 

第４ 類、 第９ 類、 第14類、 第16類、

第18類、 第20類、 第21類、 第24類、

第25類、 第28類、 第29類、 第30類、

第32類、 第35類、 第37類、 第38類、

第41類、 第42類、 第45類 

防サイ く ん 

（ 図形商標）  

 

商願 

2023‐ 9771７  

第４ 類、 第９ 類、 第14類、 第16類、

第18類、 第20類、 第21類、 第24類、

第25類、 第28類、 第29類、 第30類、

第32類、 第35類、 第37類、 第38類、

第41類、 第42類、 第45類 

 



別紙 対象著作物から 除外する 商標、 著作物

２  第２ 条第２ 項（ ２ ） 及び（ ３ ） に定める も の

 （ １ ） 東京く ら し 防災

No ページ 該当部分

1 2

2 5

3 7

4 60

5 70

6 78



7 111

8 125

9 134

10 149

11 166

12 166

13 166



14 166

15 166

16 166

17 166

18 166



別紙 対象著作物から 除外する 商標、 著作物

２  第２ 条第２ 項（ ２ ） 及び（ ３ ） に定める も の

 （ ２ ） 東京防災

No ページ 該当部分

1 表紙

2 2

3 70

4 74

5 78

6 86



7 101

8 113

9 116

10 123

11 154

12 175

13 188



14 189

15 249

16 249

17 264

18 265

19 265

20 265



21 265

22 266

23 266

24 266

25 266

26 267

27 267



28 267

29 267

30 267


